
日本国内に生活の基盤がありますか

(以下の国内居住要件の例外に該当しますか) 

① 外国に留学する学生
② 海外赴任する被保険者に同行する方
③ 観光、保養またはボランティア活動、その他就労以外の目的で
一時的に海外渡航する方

④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が
生じた方で②と同等と認められる方

⑤ 上記に掲げたものの他、渡航目的その他の事情を考慮して日本に
生活の基礎があると認められる方

扶養している家族、または
扶養申請を希望している家族は、
日本に住所(住民票)を有して
いますか

被扶養者認定要件制度改正 国内居住要件追加 確認フロー(1/2)

いいえはい

いいえはい

生計維持関係などの要件を
満たせば被扶養者になれます

被被扶養者になれません

・渡航期間が一時的
・渡航理由が就労以外
・渡航目的が達成されたら
日本で生活する確率が高い
と考えられる方です

速やかに
「被扶養者(異動)届」(非該当)を
人事総務部門へ提出次ページへ



日本での滞在目的（ビザ）が次の特定活動に該当しますか

① 病院もしくは診療所に入院し、医療を受ける活動
② ①の医療を受ける活動を行う方の日常生活を世話する活動
③ １年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動

被扶養者認定要件制度改正 国内居住要件追加 確認フロー（2/2）

いいえ

はい

いいえ

生計維持関係などの要件を
満たせば被被扶養者になれます

医療や観光等の目的が終了すれば母国へ帰国する可能性
が高く、日本に生活の基盤があるとは考えにくい方です

はい

被扶養者になれません

速やかに
「被扶養者(異動)届」(非該当)を
人事総務部門へ提出

扶養している家族、または
扶養申請を希望している家族は、
日本国籍を有していますか

はい


